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■提言推進状況管理表                                                                             

提言実現 

の方向性 

仕組みづくりの 

ポイント 
令和６年度実績・成果 令和 7年度実施計画 

 

令和７年度実績・成果 

 

１
．
今
後
の
障
が
い
児
保
育
の
理
念
「
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
（
育
ち
あ
う
）
保
育
」
の
創
造 

 

①共生社会につながる「インク

ルーシブ（育ちあう）保育」

の理念を掲げる 

・インクルーシブ保育の研修に参加した保育教諭

が、資料を基に園内研修を行い、職員の理解を深

める機会を設けることができた。(私立幼保連携型

認定こども園等) 

 

 

・特別支援教育コーディネーターが主となり、保育

内容を話し合う中で保育者 1人ひとりのインクル

ーシブ保育についての理解を深め、意識づけを行

った。(市立認定こども園) 

・インクルーシブ保育の研修への参加をさらに呼びかけてい

き、参加した保育教諭が、園内で丁寧な伝達を行い、職員

の障がい理解を深め、いっそうのインクルーシブ保育の理

念の理解を深める。(私立幼保連携型認定こども園等) 

・施設長が、自園にインクルーシブ保育の理念が根付くよう

取り組む。(私立幼保連携型認定こども園等) 

・特別支援教育コーディネーターが主となり、インクルーシ

ブ保育についての理解が深まるように新規採用職員並びに

新規サポート担当保育教諭を中心に意識づけを行う。（市

立認定こども園） 

・インクルーシブ教育・保育の管理職研修を実施し、園長

が各園で丁寧な伝達を行い、職員の障がい理解やインク

ルーシブ保育の理念の理解を深めた。(私立幼保連携型認

定こども園等) 

 

 

・インクルーシブ保育についての理解が深まるように、年

度当初に、副園長、特別支援教育コーディネーター、新

規採用職員、担任、サポート担当保育教諭などを中心に

園全体で学び合う機会をもった。（市立認定こども園） 

・担任とサポート児担当者がオンデマンド研修を一緒に視

聴し学んだことで、思いが共有され理解が深まり、保育

の質の向上へとつながった。（市立認定こども園） 

②インクルーシブ（育ちあう）

保育の実践を生みだし、検証

を重ねて方法論を創り上げ

ることをめざす 

・「特別支援教育・保育ゼミ」の事例を用いたワーク

では、巡回指導での助言からヒントを得た意見も

あり、多様な支援方法を知ったり考え合ったりす

ることができた。（教育センター） 

 

 

 

 

・支援児担当者会議を定期的に行い、その時期の子

どもの姿に応じて支援方法を様々な角度から検討

し、実践に繋げた。(市立認定こども園) 

 

 

 

 

・個々のケース会議の中で支援の方法を議論し、最

善の方法を職員間で共有し実践することができ

た。(私立幼保連携型認定こども園等) 

・保育の工夫や見直しをしながら「インクルーシブ

保育」を実践し、療育施設とも連携をしている。

（私立幼稚園型認定こども園） 

・「特別支援教育・保育ゼミ」では、事例を用いたワークで

多様な支援方法を学んだり、施設（児童発達支援第１セン

ター）の見学や事業内容を知ったりすることで、子どもた

ち一人ひとりの特性に応じた丁寧なかかわりと支援の充実

につなげる。（教育センター） 

 

 

 

・支援児担当者会議において、子どもの姿に応じた支援方法

を様々な角度から検討し、実践につなげていく。(市立認

定こども園) 

 

 

 

 

・個々のケース会議や研修会での意見交換などを通じて、支

援方法を検討し、児の特性に応じた最善の支援を見出し、

実践につなげる。(私立幼保連携型認定こども園等) 

・関係各課や療育施設等と連携し、インクルーシブ保育を実

践しながら、保育の工夫や見直しを進める。（私立幼稚園

型認定こども園） 

・療育施設との連携を行い、保育の工夫や見直しをする。

（私立幼稚園型認定こども園） 

・事例を用いたワークでは、児童発達支援第１センターの

PT・OTからの専門的な視点で支援方法を学ぶことができ

た。また、施設（児童発達支援第１センター）の見学

と、事業内容や多様な支援方法・教材について知るとと

もに、質疑応答も取り入れた。児童発達支援第１センタ

ーの役割をより詳しく知る機会となり、子どもへの丁寧

なかかわりと支援の充実を考えることができた。（教育セ

ンター） 

・支援児担当者会議では、子どもの活動する写真を使って

一人ひとりの良いところを確認した。また、一人ひとり

の育てたい姿について発達段階に応じて常に肯定的な見

取りを行ってきた。支援方法については、子どもが興味

関心をもっている活動等、様々な角度から検討したこと

で個々にあった支援につなげることができた。(市立認定

こども園) 

・インクルーシブ教育・保育研修を年度内に予定してお

り、事例検討や意見交換などを通じて、支援方法を検討

し、児の特性に応じた最善の支援が各園で行われるよう

研鑽する。(私立幼保連携型認定こども園等) 

・インクルーシブ保育を実践するために、保育の工夫や見

直しを進め、各関係機関、療育施設等と連携した。（私立

幼稚園型認定こども園） 

２
．「
障
が
い
児
保
育
」
の

ニ
ー
ズ
に
対
応
で
き

る
仕
組
み
づ
く
り 

③コーディネーター（リーダー

保育士）を導入し、園全体で

の対応力を高める 

・個別の教育・保育支援計画の作成にコーディネー

ターが関わり、保護者対応にも参加ができた。(私

立幼保連携型認定こども園等) 

 

 

・公立園とのコーディネーター会議に継続して参加

することにより、コーディネーターとしてのスキ

・特別支援教育コーディネーターが、個別の教育・保育支援

計画の作成に積極的に関わり、保護者との連携を深めなが

ら支援を行う。(私立幼保連携型認定こども園等・私立幼

稚園型認定こども園) 

 

・特別支援教育コーディネーターが個別の教育・保育支援

計画の作成に関わり、保護者との連携を深めながら理

解・協力を得ることで個別の支援や保育実践につなげ

た。（私立幼保連携型認定こども園等・私立幼稚園型認

定こども園) 

・特別支援教育コーディネーターとしてのスキルアップを

図るため、市主催の特別支援教育コーディネーター研修

資料５ 
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ルアップに繋げることができた。(私立幼保連携型

認定こども園等) 

・保育団体の研修を定期的に行い、学べる機会を作

ることで各園の意識の統一に近づけることができ

た。(私立幼保連携型認定こども園等) 

・巡回指導で保育支援の方法を学び、職員間で情報

を共有し、また 保護者にも指導計画を確認して

もらった。（私立幼稚園型認定こども園） 

・外部機関と連携し、巡回指導の園内の企画、運

営、進行等を行い、障がい児保育の個別指導を受

けて支援方法を学んだ。(市立認定こども園) 

・市内の障がい児研修等に参加して学びを深めると

ともに職員間で情報共有を行った。(市立認定こど

も園) 

 

 

 

・市主催の特別支援教育コーディネーター研修や各種支援関

係研修に参加し、特別支援教育コーディネーターとしての

スキルアップを図る。(私立幼保連携型認定こども園等) 

・私立保育園連盟の代表園の特別支援教育コーディネーター

会議を行い、園内の事例研修や他園の実践を共有し自園の

インクルーシブ保育の実践に活かしていく。(私立幼保連

携型認定こども園等) 

 

 

・特別支援コーディネーターが特別支援教育・保育ゼミや

様々な特別支援教育の研修に参加するなかで学びを深め、

学習会を活用し園内での対応力を高める。(市立認定こど

も園) 

 

 

 

 

や各種支援関係研修への参加を推進した。 (私立幼保連

携型認定こども園等) 

・私立保育園連盟の代表園が特別支援教育コーディネータ

ー会議を行い、園内の事例研修や他園の実践を共有し自

園のインクルーシブ保育の実践に活かした。(私立幼保連

携型認定こども園等) 

・私立保育園連盟代表園の事例研修会を実施し、各園の保

育の質の向上やインクルーシブ保育の実践の充実につな

げた。(保育・こども園課) 

・特別支援教育コーディネーターが、研修や事例研で得た

学びを基に、多様な角度から子どもを見取ることや支援

をする際のポイント等を園内の学習会で伝え、学びを深

めたことで対応力を高めた。(市立認定こども園) 

・保育所等訪問支援事業や施設訪問支援事業を活用し、具

体的な支援方法について専門機関から学ぶことで、障が

い児保育の充実を図ると共に、個々の育ちを支えるよう

にした。(市立認定こども園) 

④障がい特性への対応力を高

めるため、市関係機関での後

方支援を強化する 

・巡回指導でのこどもの観察記録を保護者と共有し

て、児童の姿を理解してもらえた。（私立幼稚園型

認定こども園） 

 

・ホームページや市政だよりへの掲載とともに、パ

ンフレット等を活用し周知を行い、相談者の相談

内容に応じてアセスメントし、適切な支援機関へ

のつなぎや関係機関との連携支援を行った。（こ

ども・いじめ何でも相談課） 

・多職種間連携のもと園訪問を行い、園に対して対

象児童に関する支援の助言を行った。（こども・い

じめ何でも相談課） 

 

 

 

・ほっぷの保育所等訪問事業で、個別支援のアドバ

イスを保育実践で活用することができた。(私立幼

保連携型認定こども園など) 

 

・令和６年度も PT・STが子育て支援センターの企画

教室へ参加し、センターに繋がったケースがあっ

た。繰り返して参加することで相談できる場とし

て広がっている。（児童発達支援第１センター） 

・乳幼児健康診査にて発達等の状況を確認し、保護

者に寄り添いながら関係機関と連携して、適切な

支援に努めている（こども健康課） 

・今年度は計画通り、チラシの配布、ポスターの掲

示、HPへの掲載、オンデマンド動画の配信などで

学びの場の説明を行った。それらに加えて、就学

前施設の職員に向けた研修、八尾市立学校の特別

支援教育コーディネーターに向けた研修、他課か

・巡回指導での指導助言を園内で共有し、子ども理解や保護

者支援に活用する。（私立幼稚園型認定こども園） 

 

 

・障がいのある児童が、通園施設、認定こども園、保育所（園）、

幼稚園、学校等、どこに通っていても発達の状況や養育環

境など各々の状態に応じた指導、訓練、相談など必要な支

援に結び付けられるよう、療育・保育・教育・保健等の連

携による支援のあり方や療育体制について検討する。通園

施設等において機能訓練や遊びを通して、子どもが能力を

最大限に発揮できるように障がい児に対する療育と保護者

への指導等を実施する。（こども・いじめ何でも相談課） 

 

 

 

・ほっぷの訪問事業を積極的に利用し、児童の姿を保護者と

共有し、障がいの特性を理解して保育実践に生かしてい

く。(私立幼保連携型認定こども園・私立幼稚園型認定こ

ども園） 

・子育て支援センターの企画教室への参加が定着し、センタ

ーと連携が取れてきているので今後も継続していく。（児

童発達支援第１センター） 

 

・引き続き、乳幼児健診にて発達障がいのスクリーニングを

実施し、保護者に寄り添いながら関係機関と連携し、適切

な療育につながるよう、支援を行う。（こども健康課） 

・就学相談について、保護者だけでなく、就学前施設の職員

や、「ほっぷ」をはじめとした関係機関の職員についても理

解を深めていく。今年度も就学相談に関するチラシの配布

やポスターの掲示、HPへの掲載、オンデマンド動画の配信

などで学びの場の説明を行っていく。また、就学前施設の

・巡回指導での指導助言を園内で共有し、子ども理解や保

育の充実を図ることができた。また、保護者支援につな

げることができた。（私立幼保連携型認定こども園） 

 

・こども総合支援センターほっぷと児童発達支援第１セン

ターが密に連携し、障がいのある児童や支援が必要な児

童に対して適切な対応を実施した。ほっぷでは、保護者

の相談を継続して聞くなか、児童の課題解決に向けて行

動観察や発達検査を行い、必要に応じて児童発達支援第

１センターに引き継ぎ、ドクターの見立てのもと療育や

訓練につなげてきた。今後は更に連携を深め、各センタ

ーから児童や保護者にアプローチし、状況に応じた支援

につなげるとともに、所属の園との連携体制の強化に努

める必要があると考える。（こども・いじめ何でも相談

課） 

・児童の姿を保護者と共有し、障がいの特性を理解した保

育を進めるため、ほっぷの訪問事業を活用した。 (私立

幼保連携型認定こども園） 

 

・PT・STが子育て支援センターの企画教室に参加し、当セ

ンターへの相談やリハビリにも繋がったケースもあっ

た。今後も継続していく必要があると感じた。（児童発達

支援第１センター） 

・乳幼児健康診査にて発達等の状況を確認し、保護者に寄

り添いながら関係機関と連携して、適切な支援に努めて

いる。（こども健康課） 

・チラシの配布やポスターの掲示、HPへの掲載、オンデマ

ンド動画の配信などを行い、学びの場の説明を行った。

また、就学前施設の特別支援教育コーディネーターへの

研修や保健所より依頼された学習会に講師として出席

し、保護者や就学前施設、関係機関の職員の理解を深め



3 

 

 

３
．
就
学
前
の
障
が
い
児
へ
、
総
合
的
に
切
れ
目
な
く
社
会
資
源
を
提
供
で

き
る
仕
組
み
づ
く
り 

⑤個々の就学前の障がい児を

中心に置き「切れ目のない支

援」の整理・発展を図る 

・こどもを中心に世帯全体の支援方法を考えるため、

児童福祉・母子保健の担当を含めた会議を実施し、

必要に応じて他機関とも連携し支援を行った。（こ

ども・いじめ何でも相談課） 

・各関係機関とスムーズに連携でき、子どもの情報を

得る機会を設けることができた(私立幼保連携型認

定こども園等) 

 

 

 

 

・こども園に通いながら療育施設を利用している児

童が 年々増えてきている。療育施設では園への訪

問支援を行っているところもあり、保護者の希望で

受ける事が出来る。こども園からも療育施設での児

童の様子を見にいくことができ、情報を共有しなが

ら支援計画を立てている。（私立幼稚園型認定こど

も園）  

・就園前の児童においては地域交流、施設見学、一時

 

 

 

 

・各関係機関とスムーズに連携でき、引き続き子どもの情報

を得る機会を設ける(私立幼保連携型認定こども園等) 

 

 

 

 

 

・療育施設の園訪問支援を保護者が希望される場合は、園で

の子どもの様子を見ていただき、保護者にも共有してもら

う。また、園からも療育施設でのこどもの様子を見に行き、

情報を共有し、支援計画を立てるようにする。（私立幼稚園

型認定こども園） 

 

 

・地域交流や一時預かり保育、施設見学等を利用する在宅子

 

 

 

 

・各関係機関とスムーズに連携し、子どもの情報を十分に得

る機会を設けた。(私立幼保連携型認定こども園等) 

・保護者が希望された場合は、療育施設の園訪問支援を行

い、園での子どもの様子を、保護者とも共有した。必要に

応じて、園から療育施設を訪問し、子どもの様子などの情

報を共有し、支援計画の策定に役立てた。（私立幼保連携

型認定こども園） 

・療育施設の園訪問事業を保護者が積極的に利用され、園と

施設と保護者がこどもにあった保育方法を共有して支援

している。（私立幼稚園型認定こども園） 

・支援の必要な子どもについての園での支援方法を進学先

の小学校へ伝え、進学先の小学校からも支援教員が直接、

該当児の園での様子を観察に来る。（私立幼稚園型認定こ

ども園） 

・地域交流や一時預かり保育、施設見学を利用する子育て世

らの依頼を受けた保護者説明会の実施を行った。

様々な形で担当が直接説明に行き、質問も受けな

がら、学びの場についての理解を深めることがで

きた。（教育センター） 

 

 

 

 

 

 

・第２期八尾市障がい児福祉計画において医療的ケ

ア児等コーディネータ―については福祉関係１

名、医療関係１名の配置を成果目標にしていると

ころであるが、まずは福祉関係１名の配置に向け

て調整していく。（障がい福祉課） 

・小児慢性特定疾病等の慢性的な疾病や長期入院等

の医療的ケア児とその養育者が地域で安心かつ快

適に自立して生活できるよう、八尾市立児童発達

支援第１センターいちょうと早期から連携し、必

要な支援を行った。また実態把握アンケートを踏

まえ、学習交流会を企画・開催した。(保健予防

課) 

 

・令和６年度も医療的ケア児の入所に向けての面接

に、センターの管理医師が同席した。また医療的

ケア児の保育受け入れに関する検討部会にも参加

し、今後必要に応じて連携をとりながら後方支援

ができる方向で考えていく。（児童発達支援第１セ

ンター） 

特別支援教育コーディネーター向けの研修を実施したり、

他課から依頼を受けた研修会や説明会を行ったりしてい

く。今年度も開催予定の年中児保護者向け就学相談説明会

など、就学相談の担当者が直接、説明に行く場面にも、就

学前施設の職員や関係機関にも周知していく。（教育センタ

ー） 

・引き続き市政だよりや市ホームページをはじめ、インスタ

グラムなどのＳＮＳも活用し、あらゆる機会を通じてこど

も総合支援センターほっぷの周知に努め、相談・支援につ

なげる。（こども健康課） 

・第２期八尾市障がい児福祉計画において医療的ケア児等コ

ーディネータ―については福祉関係１名、医療関係１名の

配置を成果目標にしているところであるが、まずは福祉関

係１名を配置する（障がい福祉課） 

 

・令和７年度も引き続き、小児慢性特定疾病児及び医療的ケ

ア児とその養育者が、地域で安心して自立した生活ができ

るよう、八尾市立児童発達支援第１センターいちょうと連

携し、個別の事情に応じた必要な支援を行います。また、

学習交流会では教育センターと連携し、就学に対する不安

を解消するための支援を行います。(保健予防課) 

 

 

・いちょう学園診療所と受け入れ園が連携を取り、スムーズ

な入園に繋がり後方支援も行えるようにしていく。（児童発

達支援第１センター） 

ることができた。年中児保護者向け就学相談説明会につ

いては、令和８年３月に実施できるように調整してい

る。（教育センター） 

 

 

 

 

 

 

 

・令和 7年度中の福祉関係への配置に向け、候補者が大阪

府主催の医療的ケア児等コーディネーター養成研修を受

講できるよう具体的な調整を行った。 研修修了後は、速

やかに医療的ケア児等コーディネーターを配置する。（障

がい福祉課） 

・小児慢性特定疾病児及び医療的ケア児とその養育者が、

地域で安心して自立した生活ができるよう、八尾市立児

童発達支援第１センターいちょうと連携し、個々のニー

ズに合わせた支援を行った。また昨年度に引き続き学習

交流会を実施し、教育センターと連携して就学相談を行

った。また医療的ケア児の保護者には、保育・こども課

のチラシを使い、認定こども園などへの入所の流れにつ

いて説明を行った。(保健予防課) 

・入園に向けての面談はなかったが、後方支援について

は、必要に応じて行うようにしている。（児童発達支援第

１センター） 
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預かり保育を利用の際に子どもの様子を把握し、併

設する子育て支援センターと情報共有を行う等連

携し、入園の際の支援に繋げた。(市立認定こども

園) 

育て世帯の子どもの様子を把握し、保護者に寄り添いなが

ら適切な情報提供を行う。(市立認定こども園) 

 

帯に対して、保護者の気持ちに寄り添いながら話をきいた

り、リラックスした状態を心がけたりしながら、相談事業

や情報提供を行った。また、併設する支援センターと情報

交換に努め、相談内容や支援方法について連携を図った。

（市立認定こども園） 

⑥各関係機関の総合的な視点

による認定・審査の会議体

「調整会議」を導入する 

 

・各園との入所計画協議を踏まえ昨年度と同程度の

新規保育サポート募集枠の確保を実現した。（保育・

こども園課） 

 

・各園との入所調整会議を行い、新規保育サポート枠の確保

に努める。（保育・こども園課） 

・保育サポート、児童発達支援第２センターしょうとく園の

入所調整会議では関係各課との情報共有を行う。（保育・こ

ども園課） 

・各園との入所調整会議を行い、新規保育サポート枠の確保

に努めた。（保育・こども園課） 

・新規保育サポート、随時保育サポート、児童発達支援第２

センターしょうとく園の入所調整会議を実施し、各関係機

関との情報共有を行った。（保育・こども園課） 

４
．
保
護
者
に
と
っ
て
わ
か
り
や
す
く
明
確
な
説
明
や
適
切
な
サ
ー
ビ
ス
案
内
が
で
き
る
仕
組
み
づ
く
り 

⑦障がい児の保護者の置かれ

る状況やニーズに対応し、相

談・支援に取り組む 

・就学相談のオンデマンド動画については、計画通り

発信できた。今年度は、八尾しょうとく園やいちょ

う学園における保護者説明会、保健所主催の講演会

の講師としてなど、様々な場で障がいのある子をも

つ保護者に対して、直接の説明を実施することがで

きた。（教育センター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・市政だよりや市ホームページをはじめ健康診査時

及び子育てイベント、ショッピングモールのベビー

用品店舗でのチラシ配架等にて、こども総合支援セ

ンターほっぷの周知に努め、相談件数の増加に努め

た（こども・いじめ何でも相談課、こども健康課） 

 

・キンダーカウンセラーに支援児の観察をしてもら

い、どのような支援が適切かを相談し保育に努め

た。（私立幼稚園型認定こども園）  

・保護者にもカウンセリングを受けていただき、支援

センター「ほっぷ」や就学前相談につなげることが

できた。（私立幼稚園型認定こども園）  

・今年度も就学相談に関するチラシの配布やポスターの掲

示、HPへの掲載、オンデマンド動画の配信などで学びの場

の説明を行っていく。保護者により分かりやすい情報提供

を行うために、就学相談の年間スケジュールの資料なども

作成し、活用する。また、年中児保護者向け就学相談説明

会を開催するなど、就学相談の担当者が直接、対象となる

保護者へ説明に行く場面も作る。（教育センター） 

 

・保護者の求めや必要に応じて、こども総合支援センター「ほ

っぷ」等、関係機関につなげ、必要な相談・支援が受けら

れるようにする。（私立幼稚園型認定こども園） 

・発達に遅れ等のある児童とその保護者への指導及び相談

（各種教室）、児童の発達や人間関係等の家庭と児童に関す

るあらゆる相談を行うとともに、乳幼児の子育てに関する

相談全般を継続して実施する。相談員の体制の充実や就学

後につなげる教育機関との連携強化に努める。 

・市政だよりやホームページだけではなく、インスタグラム、

SNS なども活用し、あらゆる機会を利用してこども総合支

援センターほっぷの周知に努める。（こども・いじめ何でも

相談課、こども健康課） 

 

 

・定期的にキンダーカウンセリングを実施し、保護者が相談

できる場を園で提供する。（私立幼稚園型認定こども園） 

 

 

・今年度もチラシの配布やポスターの掲示、HP への掲載、

オンデマンド動画の配信などを行い、学びの場の説明を行

うことができた。就学相談の年間スケジュールの資料を作

成し、相談来所された保護者への資料として、活用するこ

とができた。また、年中児保護者向け就学相談説明会も開

催の方向で調整しており、就学相談の担当者が直接、対象

となる保護者へ説明に行く場面も作ることができた。（教

育センター） 

・保護者の求めや必要に応じて、こども総合支援センター

「ほっぷ」等、関係機関につなげ、必要な相談・支援が受

けられるよう努めた。（私立幼稚園型認定こども園） 

・教室の開催により、児童は小集団の中で様々な関わりなど

を学ぶ機会になり、発達を促すきっかけになった。保護者

は、日々の困りごとなど話し合い、担当者に相談すること

で課題の解決に向かえるよう取り組むことができた。（こ

ども・いじめ何でも相談課） 

・市政だよりや市ホームページをはじめインスタグラムな

どを活用し、健康診査時及び子育てイベント、健康医療福

祉展、ショッピングモールのベビー用品店舗でのチラシ配

架等し、あらゆる機会を利用してこども総合支援センター

ほっぷの周知に努めた。（こども・いじめ何でも相談課、

こども健康課） 

・定期的に臨床心理士によるキンダーカウンセリングの場

を設けて、園児保護者や地域の保護者にも相談の場を提供

した。（私立幼稚園型認定こども園） 

 

 

 

⑧障がい児保育の加配段階等

を認定審査する際の、サービ

ス決定基準を明確化する 

・相談があった段階からこども施設運営課と情報共

有を行い、R7 年度公立認定こども園で乳児の医療

的ケア児の受け入れ実現につながった。（保育・こ

ども園課） 

・医療的ケア児に関する子どもの情報を関係機関と共有し、

引き続き受け入れの確保に努める。（保育・こども園課）。 

・保育サポートの基準の公開に向けて調整中である。（保育・

こども園課） 

・医療的ケア児に関する児童の情報を各関係機関と共有し、

引き続き受け入れの確保に努めた。（保育・こども園課）。 

・医療的ケア児受け入れ園が新たに１園増え、医療的ケアを

必要としている児童に必要な保育が提供できるように拡

大に努めた。（保育・こども園課） 

・保育サポートの基準を公開し、各関係機関と連携しながら

園や保護者、支援が必要な子どもに寄り添った支援につな

げた。（保育・こども園課） 
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⑨審査結果を元に、適切なサー

ビス案内ができる申請窓口

とする 

・入所申請段階以前の相談機能を充実させ、子どもに

とって適切な施設につなぐため、保護者とともに進

路について考える伴走型支援に努めている。（こど

も健康課、こども・いじめ何でも相談課、保育・こ

ども園課） 

・未就園児訪問で発達課題や養育能力の課題のある

ケースが発見された際は、就園等につなげるよう努

めている（こども健康課） 

・入所申請段階以前の相談機能を充実させ、こどもにとって

適切な施設につなぐため、保護者とともに進路について考

える伴走型支援に努める。（こども・いじめ何でも相談課・

保育・こども園課） 

 

・引き続き、保護者に寄り添いながら関係機関と連携し、適

切な療育につながるよう、支援を行う。（こども健康課） 

・入所申請段階以前の相談機能を充実させ、子どもにとって

適切な施設につなぐため、保護者とともに進路について考

える伴走型支援に努めた。（こども・いじめ何でも相談課・

保育・こども園課） 

 

・保護者に寄り添いながら関係機関と連携し、適切な療育に

つながるよう、支援を行った。（こども健康課） 

５
．
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
（
育
ち
あ
う
）
保
育
実
践
を
創
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
仕
組
み
づ
く
り 

⑩障がいのある子どもとない

子どもがともに育ちあう実

践を創りだす意義を共有す

る 

 

  

・ゼミの園内研究会では、指導案とは別に、園内学

習会でのエピソード記録の紹介もあり、育ちの軌

跡を知ることができた。それらを踏まえて見学を

することで、個に応じた支援やともに育ち合える

クラスづくりを考え合うことにつながった。（教

育センター） 

 

 

・各園のコーディネーターが中心となり、日々の保育

の中でともに育ちあう保育を目指し、園内外の研修

や会議に積極的に参加した。(私立幼保連携型認定

こども園等) 

 

・支援の必要な子どもにスポットを当てた指導案を作成し、

子どもの状況や困り感を踏まえながら、支援方法を考え合

う園内研究会を実施する。保育観察後の討議では、個に応

じた支援やクラスづくりへの環境構成及び保育者のかかわ

りについて深めていく。（教育センター） 

 

 

 

・市主催や保育連盟主催の研修に積極的に参加し、各園の施

設長や特別支援コーディネーターが中心となり、インクル

ーシブ保育の意義を職員間で共有し、積極的に推進する。

(私立幼保連携型認定こども園等) 

・特別支援教育コーディネーターが中心となり研修等で学ん

だことを園内で共有し、インクルーシブ保育の実践に向け

て取り組んでいく。（市立認定こども園） 

・特別支援教育・保育ゼミで、支援の必要な子どもにスポ

ットを当てた指導案や観察シートを作成し、園内研究会

を実施した。子ども一人ひとりの困り感をもとに討議の

柱を立てることで、個に応じた支援方法について話し合

うことができた。ともに育ち合うクラスづくりのために

できる環境構成及び保育者のかかわりについて話し合う

ことで、インクルーシブ保育の充実につながった。（教

育センター） 

・市主催や保育連盟主催の研修に施設長や職員が積極的に

参加し、インクルーシブ保育を積極的に推進するよう努

めた。(私立幼保連携型認定こども園等) 

 

・特別支援教育コーディネーターが研修等で学んだことを

園内で共有し職員が学び合う学習会を実施した。特別支

援教育保育ゼミでは、公開保育を実施し各園の特別支援

教育コーディネーターと担当者が実際の保育を見学しな

がら支援方法について学び合い、実践につなげた。（市

立認定こども園） 

⑪ノウハウや実践を継承でき、

公民共通でスキルアップで

きる研修制度をつくる 

・専門職による研修の実施や施設見学実習の受け入

れは実施できた。センターとかかわりのある児童発

達支援事業所とは連携をとり意見交換等は実施で

きたが、研修実施まではできなかった。今後は実現

に向けて調整していく。（児童発達支援第１センタ

ー） 

・フォロー巡回指導を実施した園では、スモールステ

ップで育ちを捉えられるようになった。また、新た

な困り感へのヒントをもらえ、一人ひとりに応じた

支援方法を学ぶことができた。（教育センター） 

 

・特別支援教育コーディネーター対象の研修では、就

学前施設における特別支援教育コーディネーター

同士の交流をしたり、役割を確認したりすること

で、コーディネーターとしての意識を高めることが

できた。また、事例では、インクルーシブな視点で

保育を捉えたことで、自園の保育のあり方を見直す

きっかけにつながった。（教育センター） 

 

・教育センターの就学前コーデネーター研修に参加

する事により、コーデネーターの役割について改め

て学ぶ機会を得ることができた。(私立幼保連携型

・センター職員による就学前施設職員向けの研修実施や施設

見学の受け入れを継続し、センター職員による児童発達支

援事業所への研修を実施していく。（児童発達支援第１セン

ター） 

 

 

・職員の実地研修として、特別支援教育・保育巡回指導（フ

ォローを含む）を実施する。子どもの姿から、専門家より

具体的な支援方法やかかわり方のアドバイスをもらうこと

で、保育実践に活かされるよう、特別支援教育・保育巡回

指導の充実に努める。（教育センター） 

・特別支援教育コーディネーター対象の研修では、就学前施

設でのコーディネーターの役割や、インクルーシブ教育・

保育の視点を再確認する。また、保育の中でのワンポイン

トアドバイスも取り入れながら、どの子どもにもわかりや

すい保育実践につながるような研修内容を企画し、教育・

保育の質の向上をめざす。（教育センター） 

 

 

・私立保育連盟主催の研修については、障がい理解やインク

ルーシブ保育推進、具体的な支援方法などの内容の充実を

図る。教育センター等、市主催の研修については、研修の

・研修は計画的に実施できた。今後もセンターの役割とし

て、実施していく。（児童発達支援第１センター） 

 

 

 

 

・特別支援教育・保育巡回指導では、表面に表れにくい子

どもの困り感を探り、スモールステップで育ちを捉え支

援する大切さを学ぶことができた。特に、フォロー実施

園では、子ども一人ひとりに応じた丁寧なかかわりがク

ラスづくりにつながると分かった。（教育センター） 

・特別支援教育コーディネーター対象の研修を３回パッケ

ージとし、気になる子どもの対応のポイントを伝えた

り、事例を用いてグループワークを行い、多様な援助の

在り方を学び合う機会とした。また、特別支援教育コー

ディネーターの役割について理解を深め、保育実践や保

護者支援につながる内容を企画することができた。（教育

センター） 

 

・私立保育連盟主催の研修については、障がい理解やイン

クルーシブ保育推進、具体的な支援方法などの内容の充

実を図った。(私立幼保連携型認定こども園等) 
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認定こども園等) 

 

・特別支援教育コーディネーターが主となり、クラス

担任や支援児担当の悩みや相談に寄り添いながら

支援の方法を一緒に考えている。(私立幼保連携型

認定こども園等) 

・保育者の確保に努め、特別支援教育コーディネータ

ーを中心に複数の保育者が支援児を指導して色々

な支援の方法を考える事が出来た。（私立幼稚園型

認定こども園）  

ニーズなどを伝え、研修内容を検討していただくなど、連

携していく。(私立幼保連携型認定こども園等) 

・各園の特別支援コーディネーターが、互いに連携し、悩み

や支援内容について、相談しあえる環境を整える。(私立幼

保連携型認定こども園等) 

 

・特別支援研修に多くの保育者が参加できるようにオンライ

ン研修なども利用する。（私立幼稚園型認定こども園）  

 

 

・各園の特別支援教育コーディネーターが、互いに連携

し、悩みや支援内容について、相談しあえる環境を整え

る。(私立幼保連携型認定こども園等) 

 

・特別支援関係の研修に多くの保育者が参加できるよう、

オンライン研修等受講を推進した。（私立幼稚園型認定こ

ども園・私立幼稚園型認定こども園） 

 

 


